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(57)【要約】
本発明は、溶融した複数の金属ナノワイヤを含む透明導
電電極及びその製造方法を開示する。前記溶融した複数
の金属ナノワイヤの接合点の深さは、各金属ナノワイヤ
の直径の合計値よりも小さい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に位置する基本単層とを含む透明導電電極であって、
　前記基本単層は、直径がｄ１である第一の金属ナノワイヤと、直径がｄ２である第二の
金属ナノワイヤとを含み、前記第一の金属ナノワイヤと前記第二の金属ナノワイヤとが交
差して溶融接合点を形成し、当該溶融接合点の深さをＪ１２としたとき、Ｊ１２＜（ｄ１
＋ｄ２）、Ｊ１２＞ｄ１、Ｊ１２＞ｄ２となることを特徴とする導電電極。
【請求項２】
　前記第一及び第二の金属ナノワイヤはそれぞれ銀ナノワイヤであることを特徴とする請
求項１に記載の導電電極。
【請求項３】
　前記第一及び第二の金属ナノワイヤはそれぞれアスペクト比が１０００より大きいこと
を特徴とする請求項１に記載の導電電極。
【請求項４】
　前記第一及び第二の金属ナノワイヤはそれぞれ直径が５０ｎｍより小さいことを特徴と
する請求項１に記載の導電電極。
【請求項５】
　前記基本単層は基質を含むことを特徴とする請求項１に記載の導電電極。
【請求項６】
　前記基質は無機材料からなることを特徴とする請求項５に記載の導電電極。
【請求項７】
　前記第一及び第二の金属ナノワイヤはそれぞれ表面官能基であることを特徴とする請求
項１に記載の導電電極。
【請求項８】
　１Ω／ｓｑ～１０００Ω／ｓｑのシート抵抗を有することを特徴とする請求項１に記載
の導電電極。
【請求項９】
　少なくとも８０％の透過率を有することを特徴とする請求項１に記載の導電電極。
【請求項１０】
　０．１～１０．０の範囲で調整可能なヘイズ値を有することを特徴とする請求項１に記
載の導電電極。
【請求項１１】
　前記基板はガラスであることを特徴とする請求項１に記載の導電電極。
【請求項１２】
　前記基板は可撓性を有することを特徴とする請求項１に記載の導電電極。
【請求項１３】
　反射防止層、防眩層、接着層、バリア膜、ハードコート層及び保護膜のうちの一種以上
を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の導電電極。
【請求項１４】
　導電層を有する少なくとも一つの透明導電電極を含む表示装置であって、
　前記導電層は、複数の金属ナノワイヤを含み、前記複数の金属ナノワイヤは交差して金
属ナノワイヤネットワークを形成し、
　前記金属ナノワイヤネットワークは、ナノワイヤ接合点を含み、
　前記ナノワイヤ接合点の深さは、前記金属ナノワイヤネットワークを構成する各金属ナ
ノワイヤの直径の合計値以下であることを特徴とする表示装置。
【請求項１５】
　タッチパネル、液晶ディスプレイ、又はフラットパネルディスプレイであることを特徴
とする請求項１４に記載の表示装置。
【請求項１６】
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　前記複数の金属ナノワイヤは銀からなることを特徴とする請求項１４に記載の表示装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として透明電極、その構造及び製造方法を含む技術分野に関し、特に溶融
接合点付きの金属ナノワイヤネットワークを有する透明電極を製造する技術分野に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　酸化インジウム錫（ＩＴＯ）は、従来の透明電極の透明導体として研究分野で広く適用
されているが、大規模の生産プロセスに多くの欠点がある。
【０００３】
　まず、ＩＴＯは、電極を製造するために基材上に真空蒸着されるものであるが、当該真
空蒸着プロセスは高価で収量が低い。次に、多くの適用において、電気性能を確保するた
めに、ＩＴＯの厚みを１５０ｎｍ以上にする必要があるが、このような厚みのＩＴＯフィ
ルムは、脆く、大面積又は可撓性の基板が必要な場合に適さない。次に、良好な導電性及
び明瞭性を実現するために、ＩＴＯフィルムを高温（好ましくは、２００℃超）で焼戻し
処理をする必要があるが、これによって例えばガラス等の耐高温基材への適用が制限され
る。ポリマーの軟化温度は比較的低いため、多くのポリマーによるＩＴＯフィルムは、高
い導電性及び透明性を実現するための焼戻し温度に同時に耐えることができない。そのた
め、電気光学への適用が例えば三次元表示と太陽電池等のよりノベルティの機能に広がっ
ているに従い、光電性能がＩＴＯよりも優れ又は相当する、大面積の可撓性基板に対応す
るとともに低コストで高収量に製造可能な代替の透明電極を設計する必要がある。
【０００４】
　印刷可能な金属ナノワイヤを含む透明導電電極は、製造コストが低く、大量生産に適し
、導電性及び透明性等の性能が優れているため、代替の製品として好ましいことが証明さ
れている。
【０００５】
　しかし、ネットワーク状の金属ナノワイヤは、ＩＴＯフィルムとは異なり、フィルム全
体が均一の導電性を有する。複数の金属ナノワイヤを有する電極は、金属ナノワイヤが互
いのトップに敷かれ又は互いに交差する領域を有する。研究の結果、金属ナノワイヤの接
合点を低減すると、導電膜のシート抵抗が著しく低下することが見出された。通常、二つ
のナノワイヤが一体に重ね合わさると、交差が生じることがある。当該交差は、二つのナ
ノワイヤの組合せ高さに等しい高さである直径を有する。
【０００６】
　例えば、導電金属ナノワイヤネットワークは、直径がｄ１である第一の金属ナノワイヤ
と直径がｄ２である第二の金属ナノワイヤを含む。当該金属ナノワイヤのネットワークに
おいて、第一及び第二の金属ナノワイヤは交差して接合点を形成する。当該接合点の高さ
（Ｊ１２）は、ｄ１＋ｄ２に等しい。図５は他の実施例を示しており、導電電極は、複数
の金属ナノワイヤを含み、メッシュの金属ナノワイヤは、直径がｄ１である第一の金属ナ
ノワイヤと、直径がｄ２である第二の金属ナノワイヤと、直径がｄ３である第三の金属ナ
ノワイヤとを含む。金属ナノワイヤのネットワークにおいて、第一、第二及び第三の金属
ナノワイヤは交差して接合点を形成する。当該接合点の高さＪ１３は、各金属ナノワイヤ
の高さ（即ち直径）の合計値に等しく、つまりＪ１３＝ｄ１＋ｄ２＋ｄ３である。図１で
は、第一、第二及び第三の金属ナノワイヤはともに同一の直径（ｄ１＝ｄ２＝ｄ３＝ｄ）
を有し、接合点の高さＪ１３は実際に３ｄに等しい。
【０００７】
　研究の結果、シート抵抗を低減するため、高温焼戻しのみでは、金属ナノワイヤの接合
点を有効に融解できないことが見出された。例えば、１５０－２００℃のプロセス条件で
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ドライ膜を焼戻しても、形成された接合点が変化せず、導電フィルムのシート抵抗は１０
００Ω以上と高いままである。
【０００８】
　カーボンナノチューブの技術分野で教示されているように、一つの導電ポリマーを用い
て二つのワイヤを貼り付けこと、あるいは、特許文献１及び特許文献２に教示されている
ように、高圧で接合点を押し付けることは、ナノワイヤ接合点を変えるのに有効である。
特許文献１及び特許文献２では、高温焼戻しのほかに、例えば高圧力等の外部からの巨視
的な力で接合点を押し付けることによって、シート抵抗の低減を実現する。しかし、当該
プロセスには多くの欠陥がある。まず、ナノワイヤが損傷しやすく、例えば高温及び高圧
で物理変形及び／又は熱酸化が生じる。次に、ナノワイヤを押し付ける外力は、金属ナノ
ワイヤの接合点だけではなく、フィルム全体を押し付ける。ナノワイヤの微小サイズに鑑
みて、ナノワイヤは、加えられた力が接合点に作用するように、基材表面を非常に滑らか
で平坦にする必要がある。そうしなければ、ナノワイヤにおいて、接合点のほかに、他の
長さ部分も押し付けられて変形し又は平らになって、不要な安定性の問題が生じてしまう
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１１／０２８５０１９号明細書
【特許文献２】米国特許第８０４９３３３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記状況に鑑みて、交差点でナノワイヤを繋げるよりよい方法が必要である。本発明は
、透明導電電極の低シート抵抗を実現するために、交差点でナノワイヤを整合することに
よって溶融接合点を形成する改良方法である。本発明に係る方法は、高温・高圧の必要が
なく、金属ナノワイヤの変形を起こすことがない。
【００１１】
　本発明は、基板と、前記基板上に位置する基本単層とを含む透明導電電極を開示する。
前記基本単層は、直径がｄ１である第一の金属ナノワイヤと、直径がｄ２である第二の金
属ナノワイヤとを含む。前記第一及び第二の金属ナノワイヤは交差して溶融接合点を形成
する。当該接合点の深さをＪ１２としたとき、Ｊ１２＜（ｄ１＋ｄ２）、Ｊ１２＞ｄ１、
Ｊ１２＞ｄ２となる。
【００１２】
　本発明は、透明導電電極の製造方法をさらに開示する。前記透明導電電極は、ネットワ
ーク状の複数の金属ナノワイヤを含み、前記金属ナノワイヤネットワークは、溶融した前
記複数の金属ナノワイヤの接合点を含み、当該製造方法は、基板を提供するステップと、
前記基板上に、前記金属ナノワイヤネットワークを含む基本単層を形成するステップと、
隣接する前記金属ナノワイヤ間に溶融した前記複数の金属ナノワイヤの接合点を形成する
ステップとを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　本発明の例示の実施形態をより明確に説明するために、以下は図面を併せて詳しく説明
する。
【図１】一本の金属ナノワイヤの断面概略図である。
【図２】一例における二本の金属ナノワイヤが交差してなる断面概略図である。
【図３】従来技術の一例における二本の金属ナノワイヤが交差してなる扁平な断面を示す
断面概略図である。
【図４ａ】本発明の一例における二本の金属ナノワイヤが交差してなる溶融接合点を示す
断面概略図である。
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【図４ｂ】本発明の一例における二本の金属ナノワイヤが交差してなる溶融接合点を示す
断面概略図である。
【図５】導電透明電極の断面の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）画像において、三本の金属ナ
ノワイヤが互いのトップに敷かれた状態を示す図である。
【図６】圧力処理された導電層のＳＥＭ画像において、その交差点が従来技術と類似な扁
平な横断面を有することを示す図である。
【図７】金属ナノワイヤの溶融接合点を含む導電層のＳＥＭ画像において、当該接合点の
深さが二つの単一の直径の合計値よりも小さいことを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る透明導電電極の選定実施例について図面を参照しながら説明する。
当業者は、下記の説明が例示を目的とするものに過ぎず、本発明に対する制限と解釈され
るべきではない、と理解し得る。本公開内容範囲内の他の変化も適用するものである。「
好ましい」又は「好ましくは」とは、当該状況が発生しても発生しなくてもどちらでもよ
いという意味であるので、当該状況が発生した場合及び発生しない場合ともに当該説明に
含まれる。
【００１５】
　本発明の範囲で、ある場合には、「トップ」とは一つの図面又は一つの積み重ねのうち
の最高位置を指す。「平面図」とは観察者が上から下へ見たものを指す。例えば、底部電
極とはその上面に他の装置が置かれた電極を指し、トップ電極とは積み重ね装置のトップ
に位置する電極を指す。
【００１６】
　＜単層＞
　本発明の一実施形態において、透明導電電極（ＴＣＥ）は、基板と、ナノワイヤを有す
る単一の導電層（基本単層）とを含む。好ましくは、前記導電層は、拡散導電性材料（例
えばＩＴＯ）を更に含む。好ましくは、前記導電層は、基質をさらに含み、前記基質は導
電ポリマー又は不導電ポリマーを含む。「基質」とは、金属ナノワイヤが分散され又は嵌
入された固体材料を指す。一部のナノワイヤは、当該導電ネットワークに進入し得るよう
に、基質に突出してもよい。当該基質は、金属ナノワイヤのホストに用いられるとともに
、前記導電層を提供する物理的形態であってもよい。当該基質によれば、金属ナノワイヤ
を不利な環境要素（例えば腐食や摩耗）に抵抗するように保護することができる。また、
前記基質は導電層へ良好な物理及び机械性能を提供することができる。例えば、基板との
付着力を提供することができる。一実施例では、前記基質は有機材料であり、ポリマー基
板と互換する可撓性基質を提供する。他の実施例では、前記基質は、ガラス基板とより互
換する金属酸化膜である。前記基質は、屈折率整合層であってもよい。前記基質は、透明
導電電極へ反射防止及び防眩光の性能を提供することができる。
【００１７】
　本明細書で使用される「単層」又は「基本単層」は、一般的に１５０ｎｍ未満、言い換
えれば約３ナノワイヤの厚みを有する。「単層」又は「基本な単層」は、一般的に１００
ｎｍ未満、言い換えれば約２ナノワイヤの厚みを有する。好ましくは、「単層」又は「基
本単層」は、一般的に５０ｎｍ以下、言い換えれば約１ナノワイヤの厚みを有する。各実
施形態において、ナノワイヤの幅又は直径は、１０ｎｍ～４０ｎｍ、２０ｎｍ～４０ｎｍ
、５ｎｍ～２０ｎｍ、１０ｎｍ～３０ｎｍ、４０ｎｍ～６０ｎｍ、５０ｎｍ～７０ｎｍに
ある。
【００１８】
　＜ナノワイヤ＞
　本発明の実施形態において、ナノワイヤは円筒状を呈し、図１に示す直径ｄと長さＬを
有する。ナノワイヤのアスペクト比はＬ／ｄである。ナノワイヤの適当なアスペクト比は
１０～１０００００である。好ましい一実施形態において、ナノワイヤのアスペクト比は
、透明導電膜の提供に寄与するように、１０００よりも大きくなる。ナノワイヤが長く、
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また薄いほど、より効率的な導電ネットワークを確保するとともに、低い全体密度の導線
で高い透明性を得ることができる。
【００１９】
　＜金属ナノワイヤ＞
　本分野で既知のように、導電ナノワイヤは、金属ナノワイヤと非金属ナノワイヤを含む
。一般的には、「金属ナノワイヤ」は、金属元素及び金属合金を含む金属ワイヤである。
「非金属ナノワイヤ」は、例えば、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）、導電ポリマー繊維
等を含む。
【００２０】
　本発明の実施形態において、金属ナノワイヤは、実質的に金属元素及び金属合金を含む
ナノワイヤを指す。好ましくは、前記金属ナノワイヤは、５～１０％（モルで計算）未満
の金属酸化物を含んでもよい。ナノワイヤ合成による不純物又は欠陥である金属酸化物は
、金属ナノワイヤのシェル又はコアに存在してもよい。
【００２１】
　本発明の実施形態において、金属酸化物ナノワイヤは、実質的に金属酸化物を含むナノ
ワイヤを指す。好ましくは、不完全酸化又は何ら他の原因のため、前記金属酸化物ナノワ
イヤは、５～１０％（モルで計算）未満の金属元素を有してもよい。
【００２２】
　本発明の実施形態において、混合ナノワイヤとは、金属／金属酸化物を含むナノワイヤ
を指す。前記ナノワイヤは同時に主要成分としての金属元素及び金属酸化物を有する。金
属／金属酸化物を含むナノワイヤは、４０％（モルパーセント）の金属酸化物と６０％（
モルパーセント）の金属元素とを含んでもよい。金属／金属酸化物を含むナノワイヤは、
６０％（モルパーセント）の金属酸化物と４０％（モルパーセント）の金属元素とを含ん
でもよい。
【００２３】
　＜金属ナノワイヤの導電性＞
　単一の金属ナノワイヤは、二つの異なる電性端末の間に延びて、一方の端末から他方の
端末までの導電径路を形成する必要がある。「端末」は、カソード、アノード、又は、任
意の他の電性で接続された始点及び終点を指す。一般的には、金属ナノワイヤが長いほど
、導電径路が長くなり、導電電極の導電性がよく、そのシート抵抗は低くなる。所定区域
での金属ナノワイヤが多いほど、導電電極のシート抵抗が低くなる。高い導電性の電極及
び高透明のフィルムを同時に実現するために、金属ナノワイヤは細長いものが好ましい。
【００２４】
　しかし、超長及び超薄の導電膜を製造するのは、困難なだけではなく、フィルムが脆く
なるおそれがある。本発明に係る導電電極の導電層では、複数の金属ナノワイヤがネット
ワークを形成する。当該ネットワークにおいて、一つのナノワイヤは、隣接するナノワイ
ヤに巻きつけられ又は離隔しつつ交差することで、隣接するナノワイヤに関連付けられて
もよい。一方のナノワイヤが他方のナノワイヤに接近するように関連付けられる際に、一
方のナノワイヤから他方のナノワイヤに電荷が飛ぶ可能性がある。また、前記ネットワー
クにおいて、一つのナノワイヤは隣接するナノワイヤに対して互いに交差して接続される
ことができる。一方のナノワイヤが他方のナノワイヤに接続されると、接合点が形成され
、これらのナノワイヤの導電径路が互いに連通するようになる。
【００２５】
　＜立体交差接合点・扁平接合点・溶融接合点の比較＞
　図２及び図５は、立体交差接合点の例を示す。図３～図４ｂ及び図７は、溶融接合点の
例を示す。図６は、特許文献１に示されている扁平接合点のＳＥＭ画像を示す。図２～図
４ｂは、金属ナノワイヤの接合点の三例を概略的に示す。図２は、立体交差接合点を示し
、一方のナノワイヤが他方のナノワイヤ上に敷かれた状態を示す。これら二つのナノワイ
ヤ間には、隙間又は基質がない。これら二つのナノワイヤは、接合箇所に接近界面を形成
するが、大部分の金属ナノワイヤは互いに離れている。図３は、扁平接合点を示し、二つ



(7) JP 2017-509108 A 2017.3.30

10

20

30

40

50

のナノワイヤの交差点が平らな状態を示す。図４ａ及び図４ｂは、溶融接合点を示し、一
方のナノワイヤと他方のナノワイヤとが交差し、ナノワイヤの少なくとも一部が相手側に
溶け込んでいる状態を示す。
【００２６】
　本発明は、基板と基板上の単一の導電層とを含む導電電極に関する。前記導電層は、ネ
ットワークを介して接続された複数の金属ナノワイヤを含む。これらの金属ナノワイヤは
異なる接続点で互いに接続されることで、一方の端末から他方の端末までの導電径路が形
成される。これらのナノワイヤはネットワークを介して接続された第一のナノワイヤと第
二のナノワイヤとを含む。当該導電ナノワイヤネットワークにおいて、前記第一のナノワ
イヤと第二のナノワイヤとは関連付けられている。当該導電ナノワイヤネットワークにお
いて、第一のナノワイヤと第二のナノワイヤとは接続されている。前記第一のナノワイヤ
が前記第二のナノワイヤに接続されると、こられの導電径路は接続され、一体に熔融又は
溶融される。前記第一のナノワイヤの直径はｄ１である。前記第二のナノワイヤの直径は
ｄ２である。接合箇所の接合点の高さ（つまり、一方のナノワイヤの外部境界から他のナ
ノワイヤの外部境界までの距離）はＪ１２である。当該ネットワークにおいて、第一のナ
ノワイヤと第二のナノワイヤとが関連付けられた場合に、Ｊ１２の値は（ｄ１＋ｄ２）の
合計値よりも大きい。前記ネットワークにおいて、前記第一のナノワイヤと前記第二のナ
ノワイヤとが接続又はリンクされた場合に、Ｊ１２の値は、単一のナノワイヤの直径以上
であるが、単一のナノワイヤ直径の合計値（ｄ１＋ｄ２）未満である。
【００２７】
　特許文献１及び特許文献２には、平坦又は扁平な交差点が示されており、接合点又は交
差点を加圧又は高温で扁平化することによって電極のシート抵抗を低減させることが示さ
れている。特許文献１及び特許文献２では、二つのナノワイヤの交差点又は接合点を押圧
することで、金属ナノワイヤを巨視的に物理変形させて、最終的に平坦な交差点を得る必
要がある。
【００２８】
　また、特許文献１及び特許文献２の方法は、一本のローラーで前記透明導電電極をロー
リングして前記接合点を平らに押し付けるため、基板表面の粗さに支配されることがある
。外部からの圧力で前記接合点を平らに押し付けると、当該圧力がローラー及び基板の表
面粗さと相殺されることがあり、二つの表面間の接触を制御し難い。
【００２９】
　これに対し、本発明は、溶融接合点を有するナノワイヤ接合点を含むことで低シート抵
抗が得られる電極を提供する。溶融接合点は、変形した／平坦な表面を有さない。また、
圧力を付与することなく、一方のナノワイヤを他方のナノワイヤに溶融させることができ
る。
【００３０】
　本発明は、透明導電電極を製造する方法をさらに開示する。当該方法は、基板を提供す
るステップと、前記基板上に金属ナノワイヤネットワークを含む基本単層を形成するステ
ップと、隣接する金属ナノワイヤ間に溶融した金属ナノワイヤ接合点を形成するステップ
とを含む。
【００３１】
　隣接する金属ナノワイヤ間に溶融した金属ナノワイヤ接合点を形成する方法は、円柱形
の曲率にて二つのナノワイヤを液相焼結するステップを含む。
【００３２】
　隣接する金属ナノワイヤ間に溶融した金属ナノワイヤ接合点を形成する方法は、ナノワ
イヤ交差点にて銀原子を連続的に溶解し再沈殿させることで、接合湾曲部における乾燥空
気、表面張力及び毛管圧力を入念に制御するステップをさらに含む。
【００３３】
　本発明の方法では、粒子間の作用力が用いられており、例えば金属ナノワイヤを平らに
押し付けるための高圧ローラー等の巨視的な力が用いられる場合よりも、著しく大きな力
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であると共に効率的である。また、当該微視的な力は、交点／交差点に集中し、基板の曲
率又は基板の表面粗さから独立している。
【００３４】
　本発明の一実施形態において、溶融したナノワイヤ接合点を形成する方法は、第一の溶
剤で、金属ナノワイヤを含むインク溶液を調製するステップと、基板上に交差点を有する
金属ナノワイヤネットワークを形成するステップと、第一の溶剤を乾燥で除去してナノワ
イヤフィルムを形成するステップと、ナノワイヤフィルムを第二の溶剤が充填された空気
に置くステップと、交差点にて、金属ナノワイヤの連続溶解及び再沈殿のプロセスを制御
するとともに、当該フィルムを乾燥させて導電フィルムを形成するステップとを含む。一
実施例において、第一の溶剤と第二の溶剤とは同一のものである。他の実施例において、
第二の溶剤は二種の溶剤を混合したものである。
【００３５】
　本発明の他の実施形態において、溶融したナノワイヤ接合点を形成する方法は、第一溶
剤で金属ナノワイヤを含むインク溶液を調製するステップと、基板上に交差点を有する金
属ナノワイヤネットワークを形成するステップと、第一の温度で第一の溶剤の蒸発速度を
低減させることで、溶融した金属ナノワイヤ接合点を形成するステップと、第二の温度で
溶融した金属ナノワイヤ接合点を有するフィルムを焼戻しするステップとを含む。
【００３６】
　＜塗布方法＞
　本明細書に記載のように、透明導体は、例えば、シート塗布、メッシュ塗布、プリント
、積層等により作製されてよい。シート塗布は、任意の基板、特に硬質基板上に一層の導
電層を塗布する。メッシュ塗布は、スピニング及び製紙工業の高速（高スループット）の
塗布に適用されている。メッシュ塗布は、透明導体製造中の蒸着（塗布）プロセスと互換
する。メッシュ塗布は、一般的なデバイスを利用し、完全に自動化することで、透明導体
のコストを大幅に低減させる。特に、メッシュ塗布は、可撓性の基板上に、均一かつ再生
可能な導電層を生成することができる。作製ステップは、完全に整合した生産ラインで実
行されてもよいし、別々の作業工程として連続的に実行されてもよい。特許文献１に示さ
れている湿塗布技術及びプロセスの更なる詳細も、本発明で用いられてもよい。
【００３７】
　好ましくは、交差点を含む第一の金属ナノワイヤネットワークは、湿塗布技術以外の方
法で基板上に蒸着されてよい。交差点又は接合点に対する溶解及び再沈殿のプロセスを制
御することで、空気により、溶剤において溶融接合点を形成することができる。
【００３８】
　＜ナノワイヤのサイズ＞
　本発明の実施形態では、一実施例において、ネットワーク又は溶融した接合点における
金属ナノワイヤも略同一の直径を有する。従って、第一及び第二のナノワイヤの直径がそ
れぞれｄ１及びｄ２である場合に、第一と第二のナノワイヤ間の溶融接合点の高さは、Ｊ
１２＜２ｄ１＝２ｄ２である。
【００３９】
　＜透明性＞
　メッシュ金属ナノワイヤの基本単層が好ましい厚みを有する場合に、透明導電電極は優
れた光透過性を有する。一実施例において、４００ｎｍ～１０００ｎｍの波長範囲で、透
明導電電極は少なくとも８０％超の光透射率を有する。好ましい一実施例において、４０
０ｎｍ～１０００ｎｍの波長範囲で、透明導電電極は少なくとも９０％超の光透射率を有
する。より好ましい一実施例において、４００ｎｍ～１０００ｎｍの波長範囲で、透明導
電電極は少なくとも９５％超の光透射率を有する。
【００４０】
　本発明における透明導電電極のヘイズ値は、最終的な適用例に応じて、１０％より大き
く０．６％より小さい範囲で調整可能である。本発明の一実施例において、透明導電電極
のヘイズ値は１０％より大きい。本発明の他の実施例において、透明導電電極のヘイズ値
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は０．６％未満である。一実施例において、金属ナノワイヤのアスペクト比を調整するこ
とで、極めて低いヘイズ値を有するフィルムを取得することができる。他の実施例におい
て、極めて低いヘイズ値は、屈折率マッチング材料を基質として用いることで実現される
。別の一実施例において、極めて低いヘイズ値は、単独の層として屈折率マッチングで実
現される。
【００４１】
　＜導電性＞
　本発明における透明導電電極は、光電子デバイスに用いられる。単一の導電層の設計及
びネットワークにおける溶融接合点の設計は、ともに平面内の方向と平面外の方向上の導
電性を同時に向上させるために用いられる。ひいては、導電フィルムのシート抵抗は大幅
に低下する。一実施例において、透明導電電極は平方あたりの抵抗が約２００Ω又は２０
０Ω未満である。他の実施例において、透明導電電極は平方あたりの抵抗が約３００Ω又
は３００Ω未満である。本発明の他の実施例において、金属ナノワイヤネットワークのシ
ート抵抗は、０．１Ω／ｓｑ～１０００Ω／ｓｑの範囲で調整可能である。
【００４２】
　＜ナノワイヤの化学成分＞
　本発明では、ナノワイヤは、各種の導電性材料、任意の貴金属元素等から選ばれる一種
以上の材料から構成されてよい。元素周期表において、金属ナノワイヤに適用可能な化学
成分は、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）、アルミ（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）、鉛
（Ｐｄ）、プラチナ（Ｐｔ）又はこれらの組み合わせを含むが、こられのものに限定され
ない。ナノワイヤネットワークにおいて利用可能な金属は、銀メッキ銅、金メッキ銀又は
金メッキ銅をさらに含んでもよい。ナノワイヤは、亜鉛、モリブデン、クロム、タングス
テン、タンタル、金属合金等のうちの一種以上の材料から構成されてもよいが、こられの
ものに限定されない。本発明におけるあまり好ましくない実施例では、ナノワイヤが金属
酸化物を含む。
【００４３】
　本発明の一実施例において、金属ナノワイヤネットワークは、一種の化学成分から構成
される。本発明の他の実施例において、金属ナノワイヤネットワークは、多種の化学成分
の混合物から構成される。例えば、前記化学成分の混合物は、金属又は金属酸化物を含む
。或いは、前記化学成分の混合物は、異なる電気性能を有する化合物（例えば異なる導電
性を有する化合物）を含む。また或いは、前記化学成分の混合物は、異なる光学特性を有
する化合物（例えば異なる光透過性又は屈折率を有する化合物）を含む。
【００４４】
　本発明の一実施例において、ナノワイヤは、防錆コーティング又は反射防止コーティン
グを含んでもよい。
【００４５】
　＜形状又は幾何構造＞
　上記の例では、主として説明を容易にするために、本明細書に開示された本発明の実施
例又は実施形態において、ナノワイヤは、少なくとも一つの端部又は長さを有するとした
。しかしながら、任意の幾何形状（例えば、異なるアスペクト比の棒、ドッグボーン状、
円状粒子、楕円形状粒子、異なる幾何形状の単一又は複数の組み合わせ、又は、他の金属
メッシュを形成可能な粒子構造）を本発明に適用してよい。
【００４６】
　＜基板＞
　本発明の一実施例において、基板は、剛性基板である。当該剛性基板はガラスである。
いくつかの実施例において、ガラスは１．５超の屈折率を有する。いくつかの例において
、ガラスは１．７超の屈折率を有する。
【００４７】
　本発明の他の実施例において、基板は、ポリマーを含む可撓性基板である。当該ポリマ
ーは、ポリイミド（ＰＩ）、ポリアミド、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポ
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リエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリエチレンナフタレ
ート（ＰＥＮ）、ポリエステル（ＰＥＴ）、関連のポリマー、金属化プラスチック、及び
／又は、上記材料の組合せ、及び／又は、類似する材料を含むが、これらのものに限定さ
れない。
【００４８】
　より好ましい実施例において、ポリマー基板は、遮断性能を有する。例えば、基板は、
酸素透過速度比が１０-2ｇ／ｍ2／ｄ未満である一枚のバリア膜である。或いは、基板は
、水分透過速度比が１０-2ｇ／ｍ2／ｄ未満である一枚のバリア膜である。また或いは、
基板は、水分透過速度比が１０-6ｇ／ｍ2／ｄ未満である一枚のバリア膜である。
【００４９】
　別の一実施例において、基板は、湾曲した又は可撓性を有する基板である。
【００５０】
　別の一実施例において、基板は、一般的な幾何形状を有する。このような幾何形状は、
モバフォン、タブレット、テレビ、電子ブック、ウィンドウ（ｗｉｎｄｏｗｓ）及び太陽
電池の幾何形状を含む。別の一実施例において、当該基板は、不規則な幾何形状（スター
状、テーパー状、球状等）を有する。
【００５１】
　＜電極の装置における位置＞
　本発明における透明導電電極は、最終的に電気光学装置に適用される。例えば、透明性
等の光学性能と導電性等の電学性能によって、本発明の透明導電電極は、広く用いられる
。一実施例において、本発明の透明導電電極は、装置のトップ電極である。他の実施例に
おいて、本発明の透明導電電極は、装置の底部電極である。別の一実施例において、本発
明の透明導電電極は、スタッキング装置の電極である。
【００５２】
　＜方法＞
　本発明は、透明導電電極の製造方法を更に開示する。当該透明導電電極は、ネットワー
クにおける複数の金属ナノワイヤを含み、前記ネットワークは、溶融した金属ナノワイヤ
接合点を含む。当該製造方法は、基板を提供するステップと、基板上に金属ナノワイヤネ
ットワークを含む基本単層を形成するステップと、隣接する金属ナノワイヤ間に溶融した
金属ナノワイヤ接合点を形成するステップとを含む。
【００５３】
　一実施例において、透明導電電極の基本単層を形成する方法は、界面活性剤の存在の下
で水にナノワイヤを混合することでインク溶液を調製するステップと、インク溶液を基板
上に塗布してコーティングを形成するステップと、周辺環境でコーティングを乾燥するス
テップと、８０℃～１５０℃の温度でコーティングを焼戻しするステップとを含む。
【００５４】
　上記方法は、コーティングを酸性環境に置くステップを更に含む。上記方法は、その後
、コーティングをアルカリ性環境に置くステップを更に含む。
【００５５】
　別の一実施例において、透明導電電極の基本単層を形成する方法は、界面活性剤の存在
の下で水にナノワイヤを混合することでインク溶液を調製するステップと、インク溶液を
基板上に塗布してコーティングを形成するステップと、コーティング中の溶剤を除去する
前に、コーティングを酸性環境に置くステップと、８０℃～１５０℃の温度でコーティン
グを焼戻しするステップとを含む。
【００５６】
　好ましくは、上記方法は、コーティングを酸性環境に置いてから、コーティングをアル
カリ性環境に置くステップを更に含む。
【００５７】
　酸性環境は、金属を元素状態から酸化状態に転換可能でありかつ溶剤又は溶剤の混合物
に溶解可能な全ての化学環境を含む。一実施例において、透明電極における金属ナノワイ
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ヤは銀であり、インク溶液を調製するための溶剤は水であり、酸性環境は酢酸、ギ酸及び
これらの組み合わせである。好ましくは、インク溶液は接着剤（例えばセルロース）を含
む。好ましくは、インク溶液は溶剤であるアルコールを含む。好ましくは、インク溶液は
、水と、溶剤であるアルコール混合物とを含む。好ましくは、酸性環境は、少なくとも一
種の酸が有機酸である多種の酸を含む。
【００５８】
　アルカリ性環境は、金属を酸化状態又は塩状態から元素状態に転換可能な全ての化学環
境を含む。一実施例において、透明電極における金属ナノワイヤは銀であり、インク溶液
を調製するための溶剤は水であり、アルカリ性環境はアンモニアと水を含む。好ましくは
、インク溶液は接着剤（例えばセルロース）を含む。好ましくは、インク溶液は溶剤であ
るアルコールを含む。好ましくは、インク溶液は、水と、溶剤であるアルコール混合物と
を含む。好ましくは、アルカリ性環境は少なくとも一種のアルカリが有機アルカリである
多種のアルカリを含む。
【００５９】
　本発明は、透明導電電極の製造方法において、当該透明導電電極は、ネットワークにお
ける複数の金属ナノワイヤを含み、前記ネットワークは、溶融した金属ナノワイヤ接合点
を含み、基板を提供するステップと、基板上に金属ナノワイヤネットワークを含む基本単
層を形成するステップと、隣接する金属ナノワイヤ間に溶融した金属ナノワイヤ接合点を
形成するステップとを含む製造方法を更に開示する。
【００６０】
　また本発明は、別の観点で、透明導電電極の製造方法において、当該透明導電電極は、
ネットワークにおける複数の金属ナノワイヤを含み、前記ネットワークは、溶融した金属
ナノワイヤ接合点を含み、基板を提供するステップと、基板上に金属ナノワイヤネットワ
ークを含む基本単層を形成するステップと、液相焼結プロセスで金属ナノワイヤ接合点を
形成するステップとを含む製造方法を更に開示する。
【００６１】
　液相焼結プロセスは、一つの重要ステップである溶液再沈殿ステップを含む。溶液再沈
殿ステップでは、一部の金属元素が塩に転化されて溶解され、また一部の溶解した金属塩
が沈殿して金属粉末を形成する。液相焼結プロセスは、金属ナノワイヤ内に金属粉末を焼
結するステップを更に含む。
【００６２】
　当該液相焼結は、拡散制御プロセスである。
【００６３】
　好ましくは、液相焼結は、金属ナノワイヤを新たに配列するステップを更に含む。
【００６４】
　＜試験＞
　比較試験：
　銀ナノワイヤの調製調合としては、ナノワイヤ０．３ｇ、水９９．６ｇ、セルロース０
．１ｇ及び界面活性剤０．０１ｇを混合してから、前記溶液をＰＥＴ基板上にスピンコー
ティングし、回転数８００ｒｐｍで３０秒遠心させるとともに、室温で空気乾燥を１０分
間行う。その後、さらに１２０℃のオーブンで３分間乾燥させる。このようにして調製し
たサンプルのシート抵抗はまだ５０ＫΩ／ｓｑ超である。ワイヤ対ワイヤの交差点のＳＥ
Ｍ画像を図５に示す。
【００６５】
　実験の工程によって、液相焼結が生じる。
【００６６】
　銀ナノワイヤの調製調合としては、ナノワイヤ０．３ｇ、水９９．６ｇ、セルロース０
．１ｇ及び界面活性剤０．０１ｇを混合してから、前記溶液をＰＥＴ基板上にスピンコー
ティングし、回転数８００ｒｐｍで３０秒遠心させる。前記溶液を、室温で空気乾燥を行
う代わりに、酢酸及びギ酸の混合物が充填された酸性雰囲気下で３０秒間～３分間蒸発さ
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その後、さらに１２０℃のオーブンで３分間乾燥させる。このようにして調製したサンプ
ルのシート抵抗は約１００ＫΩ／ｓｑである。ワイヤ対ワイヤの交差点のＳＥＭ画像を図
７に示す。
【００６７】
　当業者は、上記の説明が本発明の例示を目的とするものに過ぎず、以上説明した実施例
が本発明の多くの実施例のうちの一部に過ぎない、と理解し得る。他の変更も適用される
。
【００６８】
　本明細書の「一実施形態」「一実施例」「例示の実施形態」等における言及は、特定の
特徴、構造又は実施形態に関連する特性が、本発明の少なくとも一実施形態に含まれるこ
とを指す。明細書において異なる箇所に記載されるこのような用語（「一実施形態」「一
実施例」「例示の実施形態」等）は、必ずしも同一の実施形態を意味するわけではない。
また、特定の特徴、構造又は特性が任意の実施形態において説明された場合には、当業者
の能力に限り、このような特徴、構造又は特性を他の実施形態に適用してもよい。そして
、容易に理解されるように、ある方法における工程は単独の工程として記載されているか
もしれないが、このように単独に記載された工程は、その機能に応じて順番に行わなけれ
ばならないと解釈されるべきではない。言い換えると、いくつかの工程は、別の順序で実
行され、又は、同時に実行されてよい。また、例示の図は、本発明の実施形態による各種
の方法を示す。本明細書に開示されたこのような例示の方法の実施形態は、対応する装置
の実施形態にも適用されてよい。しかし、当該方法の実施形態はこれに限定されるべきで
はない。
【００６９】
　本発明のある実施形態について説明したが、本発明の技術分野における当業者は、本発
明の主旨及び範囲を逸脱しない限り、これらの実施形態を変更することができる、と理解
すべきである。故に、上記実施形態は、すべての点において例示であって、本発明を制限
するものではない、と理解されるべきである。従って、本発明の範囲は、上記記載ではな
く、添付する特許請求の範囲で示されるとともに、請求項の意味と等同範囲でのすべての
変更も含まれる。本発明の明細書では、使用される「好ましくは」という用語は、排他的
なものではなく、「好ましいが、限定されない」という意味である。請求項における用語
については、本明細書に基づく発明の思想によって解されるものと一致する最も広い解釈
が与えられるべきである。例えば、「カップリング」及び「接続」という用語（及び類似
な用語）は、直接的又は間接的に接続／カップリングする場合に用いられる。さらに、例
えば、「有する」、「含有する」、これと類似する用語、これと類似する過渡的用語又は
語句は、「含む」の類義語であり（即ち、すべてが「オープン」型の用語と認められる）
、一方、「・・・から構成される」及び「基本的に・・・から構成される」は「クローズ
ド」型の用語と見なされるべきである。「を意味する」という語句及び請求項に記載の関
連機能で、当該機能を実現し得る十分構成を説明できない場合の以外に、請求項について
必ずしも１１２第六段に基づいて解釈されない。
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